
政

令
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２

指
定
試
験
機
関
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
が

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
の
役
員
又
は
構
成
員

の
構
成
が
、
試
験
事
務
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

指
定
試
験
機
関
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県

知
事
は
申
請
者
が
、法
人
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、

指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る

こ
と
と
し
た
。

４

法
第
一
六
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
作
業

は
、
農
畜
産
物
の
生
産
に
伴
う
副
産
物
を
原
料
又
は

材
料
と
し
て
使
用
す
る
製
造
又
は
加
工
の
作
業
等
と

す
る
こ
と
と
し
た
。

５

法
第
一
六
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件

は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
六
年

一
〇
月
四
日
政
令
第
三
一
九
号
）
第
六
条
第
二
項
の

申
請
を
行
う
日
に
お
け
る
年
齢
が
満
一
八
歳
以
上
で

あ
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

６

法
第
一
六
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準

は
、
法
第
一
六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
指
針
に

照
ら
し
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
等
と
す

る
こ
と
と
し
た
。

７

法
第
一
六
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準

は
、
本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
が
、
対
象

海
外
需
要
開
拓
支
援
等
活
動
に
係
る
業
務
に
必
要
な

知
識
、
技
術
又
は
技
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
す

も
の
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
法
務
大
臣
が
関
係

行
政
機
関
の
長
と
協
議
し
て
告
示
で
定
め
る
資
格
又

は
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

８

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

関
係
政
令
の
一
部
改
正
関
係
（
第
二
条
〜
第
九
条
関

係
）児

童
福
祉
法
施
行
令（
昭
和
二
三
年
政
令
第
七
四
号
）

等
の
関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

三

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改

革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
二
九
年
九
月
二
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

◇
港
則
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
二

四
七
号
）（
国
土
交
通
省
）

１

釧
路
港
、
阪
神
港
、
八
木
港
及
び
姫
路
港
の
区
域
を

変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。（
別
表
第
一
関
係
）

２

相
馬
港
を
特
定
港
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
別
表
第
二

関
係
）

３

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
九
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
釧
路
港
に
関
す
る
規
定

は
、
平
成
二
九
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

三

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
権
利（
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律（
平

成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
（
当
該
投
資
事
業
有
限
責

任
組
合
契
約
に
お
い
て
営
む
こ
と
を
約
す
る
事
業
に
お
い
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
に
つ
い
て
、
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
お
い
て
そ
の
銘
柄
を
特
定
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。）に

基
づ
く
権
利
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
限
責
任
組
合
員
と
し
て
有
す
る
も
の
に
限
る
。）に
係
る
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
（
同
項

第
五
号
に
掲
げ
る
権
利
に
類
す
る
も
の
に
限
る
。）で
あ
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も

のイ

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
株
式
会
社
の
設
立
に
際

し
て
発
行
す
る
株
式
及
び
企
業
組
合
の
設
立
に
際
し
て
の
持
分

ロ

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
株
式
会
社
の
発
行
す
る

株
式
及
び
新
株
予
約
権
並
び
に
企
業
組
合
の
持
分

ハ

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
有
価
証
券
（
次
に

掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
出
資
証
券

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
優
先
出
資
証
券

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
優
先
出
資
証
券
及
び
新
優
先
出
資
引
受
権
を
表
示
す

る
証
券

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に

に
掲
げ
る

権
利
に
係
る
同
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
示
す
る
証
券
及
び
証
書

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
二
百
四
十
四
号

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
号

か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
、
第
十
八
号
及
び
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
同
項
第
十
七
号
に

掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を

有
す
る
も
の
を
除
く
。）

二

前
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の
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第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
作
業
）

第
十
九
条

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
作
業
は
、
次
に
掲
げ
る
作
業
と
す
る
。

一

農
畜
産
物
の
生
産
に
伴
う
副
産
物
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
副
産
物
」
と
い
う
。）を
原
料
又
は
材
料
と
し
て

使
用
す
る
製
造
又
は
加
工
の
作
業

二

農
畜
産
物
又
は
農
畜
産
物
若
し
く
は
副
産
物
を
原
料
若
し
く
は
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
若
し
く
は
加
工
さ

れ
た
物
の
運
搬
、
陳
列
又
は
販
売
の
作
業

（
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
）

第
二
十
条

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
と
す
る
。

一

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
条
第
二
項
の
申
請
を
行
う
日
に
お
け
る
年
齢
が
満
十
八
歳
以
上
で
あ
る

こ
と
。

二

農
作
業
に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
農
業
支
援
活
動
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
知

識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

農
業
支
援
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
日
本
語
の
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

（
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

第
二
十
一
条

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
十
六
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
指
針
に
照
ら
し
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

二

国
家
戦
略
特
別
区
域
農
業
支
援
外
国
人
受
入
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
経
済
的
基
礎
を
有
す
る
こ

と
。

三

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
実
績
又
は
人
的
構
成
に
照
ら
し
て
国
家
戦
略
特
別
区
域
農
業
支
援
外
国

人
受
入
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
が
十
分
で
あ
る
こ
と
。

四

第
十
八
条
第
四
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
一
条
中
「
第
十
二
条
の
四
第
十
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す

る
。第

十
条
の
見
出
し
を「（
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
事
業
に
関
す
る
読
替
規
定
）」に
改
め
、
同
条
中
「
第
十

二
条
の
四
第
十
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
十
二
項
」
に
、「
第
六
条
か
ら
」
を
「
第
七
条
か
ら
」
に
、「
第
六
条
第

二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
、「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
、「
第
八
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
第
十
二
条
の
四
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に

関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
二
百
四
十
六
号

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

七
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
四
第

四
項
、
第
十
六
条
の
五
第
一
項
及
び
第
十
六
条
の
七
第
一
項
、
同
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童

福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
二
十
四
並
び
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
、
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
二
十
九

条
第
三
項
第
二
号
、
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
四
項
並
び
に
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二

十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
九
条
と

し
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
を
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
十
六
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
二
十
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
十
六
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
）

第
二
十
三
条

法
第
十
六
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
が
、
対
象
海
外
需
要
開
拓
支
援
等
活
動
に
係
る
業
務
に
必
要
な
知
識
、

技
術
又
は
技
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
法
務
大
臣
が
関
係
行
政
機
関
の

長
と
協
議
し
て
告
示
で
定
め
る
資
格
又
は
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
外
国
人
に
対
す
る
報
酬
の
額
が
日
本
人
が
従
事
す
る
場
合
の
報
酬
の
額
と
同
等
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

当
該
外
国
人
の
申
請
に
係
る
対
象
海
外
需
要
開
拓
支
援
等
活
動
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
国
家
戦
略
特
別
区

域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
外
国
法
人
の
発
行
す

る
株
式
、
新
株
予
約
権
及
び
指
定
有
価
証
券
（
ハ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）並
び
に
外
国
法
人

の
持
分
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の

四

法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
物
（
第
五
条
第
一
号
に
お
い
て
「
標
準
物
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
、「
標
準
物
」
を
「
国
債
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き

権
利
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
二
百
四
十
五
号

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

七
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
九
年
九

月
二
十
二
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

総
務
大
臣

野
田

聖
子

法
務
大
臣

上
川

陽
子

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

藤

健

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一



第
二
項

満
三
歳
未
満
保
育
認
定
地
域
型
保
育
を
受

け
よ
う
と
す
る
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子

ど
も

特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
第
十
九

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も

に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
（
以
下
こ
の
項
及
び

第
五
項
に
お
い
て
「
教
育
認
定
子
ど
も
」
と
い
う
。）

に
係
る
支
給
認
定
保
護
者
又
は
特
定
利
用
地
域
型
保

育
（
特
定
満
三
歳
以
上
保
育
認
定
地
域
型
保
育
を
除

く
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
満
三
歳
以
上
保
育
認
定
子

ど
も

満
三
歳
未
満
保
育
認
定
地
域
型
保
育
を
当

該
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も

特
別
利
用
地
域
型
保
育
又
は
特
定
利
用
地
域
型
保
育

（
第
五
項
に
お
い
て
「
特
別
利
用
地
域
型
保
育
等
」

と
い
う
。）を
当
該
教
育
認
定
子
ど
も
又
は
当
該
満
三

歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も

と
し
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
特
定
小
規
模

保
育
事
業
者
か
ら
特
定
満
三
歳
以
上
保
育

認
定
地
域
型
保
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
満

三
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
支
給

認
定
保
護
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
特
定

小
規
模
保
育
事
業
者
に
支
給
認
定
証
を
提

示
し
て
当
該
特
定
満
三
歳
以
上
保
育
認
定

地
域
型
保
育
を
当
該
満
三
歳
以
上
保
育
認

定
子
ど
も
に
受
け
さ
せ
る
も
の
と
す
る

と
す
る

第
五
項

満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
が

教
育
認
定
子
ど
も
又
は
満
三
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど

も
が

満
三
歳
未
満
保
育
認
定
地
域
型
保
育

特
別
利
用
地
域
型
保
育
等

と
き
、
又
は
満
三
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど

も
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
特
定
小
規
模
保

育
事
業
者
か
ら
特
定
満
三
歳
以
上
保
育
認

定
地
域
型
保
育
を
受
け
た
と
き

と
き

当
該
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も

当
該
教
育
認
定
子
ど
も

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
又
は
当
該
国
家

戦
略
特
別
区
域
特
定
小
規
模
保
育
事
業
者

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者

費
用
又
は
当
該
特
定
満
三
歳
以
上
保
育
認

定
地
域
型
保
育
に
要
し
た
費
用

費
用

第
七
項

第
三
項
第
一
号

次
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号

平成 年 月 日 木曜日 第 号官 報

第
八
条
の
表
第
六
条
の
項
、
第
八
条
の
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
第
一
号
の
項
中
「
第
十
二
条
の

四
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
、
同
表
第
十
四
条
の
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第

二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
十
五
条
第
三
号
の
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、同
表
第
二
十
条
の
項
中「
第

十
二
条
の
四
第
十
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
の
四
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

三

申
請
者
が
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
の
役
員
又
は

構
成
員
の
構
成
が
、
試
験
事
務
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
を
「
法
人
」
に
改
め
、同
項
第
五
号
イ
中「
第

十
二
条
の
四
第
十
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
十
二
条
の
四
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
三
号
」
に
改

め
、
同
条
第
十
号
中「（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）」を
削
り
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
小
規
模
保
育
事
業
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
等
）

第
五
条

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五

号
）
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、「
国
家
戦
略
特
別

区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条

第
二
項
」
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
を
準
用

す
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百

十
三
号
）
第
十
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
特
定
満
三
歳
以
上
保
育
認
定
地
域
型
保
育
（
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
満
三
歳
以
上
保

育
認
定
地
域
型
保
育
を
い
う
。）に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
十
万
四
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
万

千
円
」
と
、「
十
万
二
千
四
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
九
万
九
千
四
百
円
」
と
、
同
令
第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
八
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
七
万
七
千
円
」
と
、「
七
万
八
千
八
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
七

万
五
千
八
百
円
」
と
、
同
令
第
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
六
万
千
円
」
と
あ
る
の
は

「
五
万
八
千
円
」
と
、「
六
万
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
七
千
百
円
」
と
、
同
令
第
九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第

十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
四
万
四
千
五
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
千
五
百
円
」
と
、「
四
万
三
千
九
百
円
」
と
あ

る
の
は
「
四
万
九
百
円
」
と
、
同
令
第
九
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
十
条
第
一
項
第
五
号
中
「
三
万
円
」
と
あ
る

の
は
「
二
万
七
千
円
」
と
、「
二
万
九
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
万
六
千
六
百
円
」
と
、
同
令
第
九
条
第
一
項

第
六
号
及
び
第
十
条
第
一
項
第
六
号
中
「
一
万
九
千
五
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
六
千
五
百
円
」
と
、「
一
万
九

千
三
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
六
千
三
百
円
」
と
、
同
令
第
九
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
十
条
第
一
項
第
七
号

中
「
九
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
千
円
」
と
、
同
令
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
二
項
中「
二
万
九
千
六
百
円
」

と
あ
る
の
は
「
二
万
六
千
六
百
円
」
と
、「
九
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
六
千
円
」
と
、「
一
万
九
千
五
百
円
」
と
あ
る

の
は
「
一
万
六
千
五
百
円
」
と
、「
一
万
九
千
三
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
六
千
三
百
円
」
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行

令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
四
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
（
同
令
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
引
用

す
る
場
合
を
含
む
。）中
「
及
び
第
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
九
条
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二

十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
。
以
下
「
特
区
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）、
第
十
条
（
特
区
法
施
行
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）及
び
第
十
一
条
」
と
、
同
令
第
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分

（
同
令
附
則
第
十
七
条
の
二
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。）中
「
及
び
第
九
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の

は
「
、
第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
前
条
（
特
区
法
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
と
、
同
令
第
二
十
三
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
十
四
条
の
二
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
四
条
の
二
（
特
区
法
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
同
じ
。）」
と
す
る
。

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
十
一
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
十
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
第
十
二
条

の
四
第
十
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
十
二
条
の
四
第
八
項
」
を
「
第
十
二

条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
七
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
五
第
二
十
一
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
十
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
八
第
二
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
七
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号

中
「
第
十
二
条
の
四
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
る
。



平成 年 月 日 木曜日 第 号官 報

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
五
条
の
二
第
二
十
六
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
十
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
四
第
二
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十

九
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
七
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
五
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
十
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
七
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四

号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
七
条
第
二
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
一
号
中

「
第
十
二
条
の
四
第
七
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
総
合
特
別
区
域
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

総
合
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
及
び
第
五
条
中
「
次
条
第
三
項
」
を
「
次
条
第
四
項
」
に
、「
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
中
「
又
は
同
項
」

と
あ
る
の
は
「
」
を
「
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
中
「
場
合
、
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
」
に
、「
又
は
第
一
項
」

を
「
、
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
九
年
九
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

法
務
大
臣

上
川

陽
子

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

藤

健

別
表
第
一
兵
庫
県
の
部
八
木
の
項
中
「
三
ッ
橋
」
を
「
八
家
川
水
門
」
に
改
め
、
同
部
姫
路
の
項
中
「
最
下
流
旧
鉄

道
橋
」
を
「
飾
磨
港
大
橋
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
愛
媛
県
の
部
郡
中
の
項
中
「
北
緯
三
三
度
四
五
分
三
七
秒
東
経
一
三
二
度
四
一
分
三
六
秒
」
を
「
北
緯
三

三
度
四
五
分
三
七
秒
東
経
一
三
二
度
四
一
分
三
八
秒
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
長
崎
県
の
部
小
値
賀
の
項
中
「
小
値
賀
港
沖
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
三
度
一
〇
分
四
六
秒
東
経
一
二
九
度

三
分
七
秒
）
か
ら
一
五
四
度
三
〇
分
二
四
〇
メ
ー
ト
ル
」
を
「
小
値
賀
港
黒
島
南
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
三
度
一
〇
分

五
七
秒
東
経
一
二
九
度
三
分
五
一
秒
）
か
ら
二
四
四
度
一
、
一
九
〇
メ
ー
ト
ル
」
に
、「
八
一
〇
メ
ー
ト
ル
」
を
「
七
七

〇
メ
ー
ト
ル
」
に
、「
八
一
度
八
七
〇
メ
ー
ト
ル
」
を
「
二
三
五
度
三
〇
分
三
三
〇
メ
ー
ト
ル
」に
、「
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
」

を
「
三
八
〇
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
宮
崎
県
の
部
内
海
の
項
中
「
内
海
港
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
一
度
四
五
分
二
〇
秒
東
経
一
三
一
度
二
八
分

二
九
秒
）」を
「
内
海
港
沖
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
一
度
四
五
分
八
秒
東
経
一
三
一
度
二
八
分
三
二
秒
）
か
ら
三
四
八
度

三
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
」
に
、「
新
内
海
橋
」
を
「
内
海
橋
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
鹿
児
島
県
の
部
喜
入
の
項
中
「
Ｊ
Ｘ
日
鉱
日
石
石
油
基
地
喜
入
船
だ
ま
り
東
防
波
堤
灯
台
」
を
「
Ｊ
Ｘ
喜

入
石
油
基
地
船
だ
ま
り
東
防
波
堤
灯
台
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
福
島
県
の
項
中
「
小
名
浜
」
を
「
相
馬
、
小
名
浜
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
北
海
道
の
部
釧
路
の
項
の
改
正
規

定
は
、
同
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

（
医
療
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
十
二
条
の
四
第
十
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

一

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
五
条
の
十
五
の
三
第
十
八
号

二

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
四
百
二
号
）
第
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条

の
二
及
び
附
則
第
三
条

三

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六

年
政
令
第
二
百
三
号
）
第
一
条
第
十
三
号

四

公
認
心
理
師
法
施
行
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
一
条
第
二
十
二
号

（
生
活
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

生
活
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
第
二
十
八
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
十
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
三
第
二
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
一
号

中
「
第
十
二
条
の
四
第
七
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
の
二
第
二
十
六
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
十
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
五
第
二
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十

九
号
中
「
第
十
二
条
の
四
第
七
項
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
七
項
」
に
改
め
る
。

港
則
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
二
百
四
十
七
号

港
則
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
及
び
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

港
則
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
北
海
道
の
部
釧
路
の
項
中
「
五
、
九
二
〇
メ
ー
ト
ル
」
を
「
八
、
五
九
〇
メ
ー
ト
ル
」
に
、「
〇
度
に
」
を

「
二
八
度
三
〇
分
に
」
に
改
め
、
同
部
岩
内
の
項
中
「
岩
内
港
北
突
堤
灯
台
（
北
緯
四
二
度
五
九
分
一
三
秒
東
経
一
四

〇
度
三
〇
分
三
六
秒
）
か
ら
二
三
二
度
三
〇
分
一
、
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
」
を
「
岩
内
港
西
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
四
二
度

五
九
分
四
八
秒
東
経
一
四
〇
度
三
〇
分
三
四
秒
）
か
ら
二
〇
九
度
三
〇
分
二
、
三
一
五
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
岩
手
県
の
部

石
の
項
中
「
北
緯
三
九
度
一
五
分
三
二
秒
東
経
一
四
一
度
五
五
分
五
四
秒
」
を
「
北
緯
三

九
度
一
五
分
三
三
秒
東
経
一
四
一
度
五
五
分
五
四
秒
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
茨
城
県
の
部
那
珂
湊
の
項
中
「
北
緯
三
六
度
二
〇
分
一
五
秒
東
経
一
四
〇
度
三
六
分
八
秒
」
を
「
北
緯
三

六
度
二
〇
分
一
五
秒
東
経
一
四
〇
度
三
六
分
九
秒
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
新
潟
県
の
部
能
生
の
項
中
「
能
生
港
灯
台
（
北
緯
三
七
度
六
分
三
三
秒
東
経
一
三
七
度
五
九
分
三
四
秒
）」

を
「
能
生
港
北
防
波
堤
灯
台（
北
緯
三
七
度
六
分
五
六
秒
東
経
一
三
七
度
五
九
分
五
七
秒
）か
ら
二
一
九
度
九
二
五
メ
ー

ト
ル
の
地
点
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
大
阪
府
兵
庫
県
の
部
阪
神
の
項
中
「
北
緯
三
四
度
三
七
分
五
〇
秒
東
経
一
三
五
度
四
分
五
〇
秒
」
を
「
北

緯
三
四
度
三
七
分
五
〇
秒
東
経
一
三
五
度
四
分
四
九
秒
」
に
、「
一
、
二
六
〇
メ
ー
ト
ル
」
を
「
一
、二
八
〇
メ
ー
ト
ル
」

に
、「
北
港
大
橋
」
を
「
正
蓮
寺
川
水
門
」
に
改
め
る
。


